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１．一般廃棄物処理の基本方針 

日野町、江府町及び日南町をもって組織された一部事務組合、日野町江府町

日南町衛生施設組合（以下「組合」という。）において処理を行う一般廃棄物

は、可燃ごみ、可燃粗大ごみ、資源ごみの内布類、し尿、浄化槽汚泥及び集落

排水処理施設、公共下水道処理施設（一部の町）から発生する汚泥とし、これ

を適正に処理することにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るととも

に、資源の有効利用を推進することを目的とし、一般廃棄物処理実施計画を策

定するものである。 

 この一般廃棄物処理実施計画策定にあたっては、組合の策定する計画の他、

次の事項を基本方針とする。 

 

（１）住  民 

  廃棄物の排出の抑制に努め、組合並びに組合町の定める一般廃棄物処理実

施計画に基づき、可燃ごみ、可燃粗大ごみ、資源ごみを分別・排出する等

（多量の場合は直接搬入）一般廃棄物の分別、収集、運搬及び処理に協力し

なければならない。 

  し尿については、便槽に雨水、土砂等が入らない構造とし、ビニール・プ

ラスチック・ゴム・生理綿・布等を便槽に投棄しないこと。また浄化槽汚泥

及び各処理施設からの発生汚泥については、浄化槽並びに集落排水処理施

設、下水道処理施設の適切な管理を行い、収集、処理に支障のないよう協力

しなければならない｡ 

 

（２）組  合 

  一般廃棄物の収集・運搬処理は次による。 

・ 可燃ごみ（可燃粗大ごみを含む）の収集運搬は日野町及び江府町の業

者委託とし、組合の処理施設に搬入処理する｡ただし、可燃粗大ごみに

金属部分がある当施設で処理困難なものは当施設からの搬出と処理は

組合委託により行う。 

・ 可燃ごみ残渣の運搬は組合の業者委託とし、三重中央開発株式会社へ

搬出し処理処分する｡ 

・ 直接搬入の布類等は、ごみ焼却施設からの搬出と再資源(RPF)化を組合

委託により行う。 

・ し尿、浄化槽汚泥及び集落排水処理施設・下水道処理施設から発生する

汚泥の収集運搬は、日野町、江府町、及び日南町の許可業者とし、組

合の処理施設に搬入処理する。 

（３）収集運搬処理業者 

   組合（組合町）から、委託、許可を受けるにあたっては、組合（組合

町）の責務を補完する立場であることを自覚して、法に定める基準を遵守

し、適正に処理を行うものとする｡ 
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２．処理実施計画区域 

・ 可燃ごみの処理実施区域は、日野町・江府町とする。 

・ し尿及び浄化槽等汚泥の処理実施区域は日野町・江府町・日南町とす

る｡ 

 

３．一般廃棄物の排出状況 

 

（１）排出ごみ 

 

（２）し尿・浄化槽等汚泥 

区              分 
排出量 

(KL) 
構成比 (%) 

し       尿  764 17.4  

浄 化 槽 等 汚 泥  3,639 82.6   

計 4,403 100.0   

 

区 分 ご み の 種 類 排出量 (t) 
構成比 

(%) 

 

 

 

可 

燃 

ご 

み 

紙・布類 536  46.5  

ビニール・皮革・ゴム・合成樹脂 231   20.0  

木・竹・わら類 142  12.3  

ちゅう介類 185   16.0  

不燃物類 24   2.1  

その他 36  3.1  

    小    計 1,154   100.0   

 

資源ごみ 
(直接搬入分) 

布類等 22   100.0   

   

合       計 1,176    
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４．一般廃棄物の処理主体 

１）一般廃棄物の種類別、処理区分別処理主体 

区  分 種  類 収集・運搬 中間処理 最終処理 

家庭系ごみ 

可燃ごみ 組合町委託 直  営 委  託 

可燃粗大ごみ 組合町委託 
一部直営 

一部処理なし 
委  託 

資源ごみ 
(布類等) 

直接搬入 － 委  託 

事務所系ごみ 

可燃ごみ 組合町委託 直  営 委  託 

可燃粗大ごみ 組合町委託 
一部直営 

一部処理なし 
委  託 

資源ごみ 
(布類等) 

直接搬入 － 委  託 

し  尿 

し  尿 組合町許可 直  営 委  託 

浄化槽汚泥 

下水道汚泥 
組合町許可 直  営 委  託 

※可燃粗大ごみの中間処理が「一部処理なし」は、金属部分があり当組合ごみ処理施設で焼却 

が困難なもの 

※最終処理は委託し資源化処理。ごみは三重中央開発㈱へ搬出、し尿・汚泥は 三光㈱へ搬出 

 

２）収集・運搬 

区 分 

可燃ごみ 
 

（一部可燃 

粗大含） 

可燃 

粗大ごみ 
（当施設での 

処理困難物） 

資源ごみ 
(直接搬入分) 

布類等 

可燃ごみ 

焼却残渣 
し尿・汚泥 

し尿・汚泥 

脱水汚泥  

委託業者 
組合町 

委託 
三光㈱ 三光㈱ 三光㈱ 

（有）いづ

はら 
三光㈱ 

所 在 地 － 
境港市昭和

町 5-17 

境港市昭

和町 5-17 

境港市昭和

町 5-17 

米子市安倍

791-1 

境港市昭和

町 5-17 

委託期間 － 

令和 5 年 

4 月 1 日 

～ 

令和 6 年 

3 月 31 日 

令和 5 年 

4 月 1 日 

～ 

令和 6 年 

3 月 31 日 

令和 5 年 

4 月 1 日 

～ 

令和 6 年 

3 月 31 日 

－ 

令和 5 年 

4 月 1 日 

～ 

令和 6 年 

3 月 31 日 

委託区域 － － － － 

日野町・江

府町・日南

町 

－ 

※し尿・汚泥については、委託を組合町許可と読み替える。 

※一部可燃粗大ごみ及び資源ごみ（直接搬入分布類等）については、当組合で運搬処理業務を 

委託する。（収集は組合町にて委託） 
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 ３）中間処理 

 

  中間処理については、次のとおりとする。 

 

可燃ごみの焼却 

名 称 日野町江府町日南町衛生施設組合 

所 在 鳥取県日野郡日野町黒坂 183 番地 1 

備 考 日野町・江府町 

し尿・浄化槽等汚泥

の脱水処理 

名 称 日野町江府町日南町衛生施設組合 

所 在 鳥取県日野郡江府町大字佐川 2 番地 

備 考 日野町・江府町・日南町 

布類等の処理 

(直接搬入分) 

 

名 称 三光(株) 

所 在 鳥取県境港市昭和町 5‐17 

備 考 再資源化 

可燃粗大ごみの処理 

（施設での焼却困難物） 

 

名 称 三光(株) 

所 在 鳥取県境港市昭和町 5‐17 

備 考 焼却処分 
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５．処 理 計 画 

 

（１）ごみ処理実施計画 

１）中間処理計画 

  ①処理施設の概要 

可燃ごみ 

施設名 日野町江府町日南町衛生施設組合 ごみ処理施設 

所在地 日野町黒坂 183 番地１ 

型 式 機械化バッチ燃焼式 

公称能力等 10Ｔ／8Ｈ×1 炉 

 

②処理される廃棄物の搬入者別の量 （単位:トン） 

区    分 日野町 江府町 計 備 考 

可燃ごみ   

可燃粗大ごみ 

組合町収集分 432 420 852 
 

直  接

搬入分 

個人 32 9 41 
 

事業所 159 102 261 
 

布類等の RPF

リサイクル 
直接搬入分 12   10 22 

 

 

③残 渣 の 量 

可 燃 ご み 

可燃粗大ごみ 
焼却残渣 組合町計画収集及び直接搬入分 145 t  

 

④施設の運転管理計画 

可燃ごみ 

可燃粗大ごみ 

 

･運転保守点検計画 

 

 

･自主検査計画 

 

 

･労働安全対策 

 

 

･労働安全衛生関係法令に基づき､保守点検を

独自に実施し、適正な運転管理を実施する。 

 

･定期的に自主点検ならびに法定検査を実施

し､適正な運転管理を実施する。 

 

･労働安全衛生関係法令に基づき､清掃事業に

おける安全衛生要綱を策定作業の安全対策に

万全を期する。 
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２）最終処分計画 

 

①最終処分場の概要 

   三重中央開発株式会社へ搬出し再資源化処理（路盤材等） 

 

②搬出される廃棄物の種類、搬出者別の量 

組合町計 画収集 分 

直接搬入分 

焼却灰 

飛 灰 
委  託 145 t  

 

 

３）そ の 他 

 

 ごみの分別収集・減量化及び適正処理等､住民に対する広報・啓発活動は､組合

と連携しながら組合町で計画的に実施し、ごみ処理に対する理解と認識を深め､

ごみの分別の徹底を行い、再資源化を行うことによりごみの減量化を図る｡ 
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（２）生活排水処理実施計画 

 

１）生活排水処理計画 

  

  生活排水処理計画は組合町において､策定するものとする｡ 

 

２）し尿･汚泥の処理計画 

 

①収集運搬計画 

 

（ア）収集運搬する廃棄物の量 

 

 

区  分 日野町 江府町 日南町 計 

行政区域内人口 2,823 人 2,606 人 4,115 人 9,544 人 

＜し 尿＞ 

計画月収集量 22 kl  11 kl  31 kl  64 kl  

計画年収集量 264 kl  132 kl   372 kl 768 kl  

＜汚 泥＞ 

計画月収集量 86 kl  90 kl  127 kl   303 kl   

計画年収集量 1,032 kl  1,080 kl  1,524 kl   3,636 kl   

 

 

（イ）収集区域の範囲 

区   分 日野町 江府町 日南町 計 

区域内総面積 133.98 Km２ 124.52 Km２ 340.96 Km２ 599.46 Km２ 

区域内人口  2,823 人 2,606 人 4,115 人 9,544 人 

区域内世帯数 1,289 世帯  1,000 世帯  1,894 世帯  4,183 世帯  
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（ウ）収集運搬される搬入先別の量 

区  分 搬 入 先 搬 入 量 

し      尿 日野町江府町日南町衛生施設組合 

 

し尿処理施設（中間処理施設） 

768 kl     

浄化槽等汚泥 3,636 kl     

 

（エ）収 集 回 数 

･し尿は､くみ取り申込により随時収集する。 

･汚泥は､清掃申込により計画的に収集する｡ 

  

 （オ）収集の方法 

    ･収集方式   各戸別収集 

    ･収集機器   許可業者の機器 

 

 

②中間処理計画 

施 設 名 日野町江府町日南町衛生施設組合 し尿処理施設 

所 在 地 日野郡江府町大字佐川 2 番地 

処 理 方 法 膜分離高負荷脱窒素処理 ＋ 高度処理 

処 理 能 力  15KL／日  （内汚泥 12KL／日） 

放 流 先  三谷川（処理水） 

 

（ア）搬入される廃棄物の搬入別の量 

 ※いずれも許可業者による搬入 

区    分 日野町 江府町 日南町 計 

し 尿 計画収集分 264 kl  132 kl  372 kl  768 kl   

汚 泥 計画収集分 1,032 kl  1,080 kl  1,524 kl   3,636 kl   

 

（イ）中間処理後の脱水汚泥 

区    分 日野町 江府町 日南町 計 

計画収集分 54 t 50 t 78 t 182 t 
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（ウ）施設の運転管理計画 

し 尿 

・ 

汚 泥 

 

･運転保守点検計画 

 

 

･自主検査計画 

 

 

･労働安全対策 

 

 

･労働安全衛生関係法令に基づき､保守点検を

独自に実施し、適正な運転管理を実施する。 

 

･定期的に自主点検ならびに法定点検を実施

し､適正な運転管理を実施する。 

 

･労働安全衛生関係法令に基づき､清掃事業に

おける安全衛生要綱を策定し、作業の安全対

策に万全を期する。 

 

 

③最終処分計画 

（ア）最終処分場の概要 

   脱水汚泥を助燃剤として三光株式会社へ搬出。 

 

（イ）搬出される廃棄物の種類、搬入者別の量 

計画処理分 脱水汚泥  委 託 182 t  

 

 

④そ の 他 

 生活排水の内し尿が３０％であるのに対し、台所等の生活雑排水は７０％を

占めており、河川等を汚染する大きな原因となっている。 

組合町においては農業集落排水事業を始め、合併浄化槽事業、公共下水道事業

等に取り組み、成果が上がっており、供用開始後の水洗化等進捗についても、成

果が上がっている状況である。 

各町とも生活環境の改善、公共衛生の向上を図るため、積極的に広報・啓発活

動を実施し、家庭・事業所等からの発生源対策を推進するものとする｡ 

 


